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１ 開会 

 

【山崎会長あいさつ】 

 

【委員紹介】 

・北本市社会福祉協議会 菅野委員（新任） 

 

 

２ 副会長の互選 

 

続きまして、次第２、副会長の互選に入ります。議長につき

ましては、北本市公共施設等総合管理計画推進審議会規則第

５条第１項の規定に基づき、会長が務めることとなっており

ますので、以降の議事の進行につきまして、よろしくお願いい

たします。 

 

【会長が議事を進行】 

 

【委員の互選により、青木委員が副会長に選出】 

 

【青木副会長あいさつ】 

 

 

３ 議題 

 

続きまして、次第３、議題に入ります。 

まずは、これからの会議において、事務局から事前に諮るべ

き事項はありますか。 

 

事務局からは、皆様にこの会議の公開と資料の閲覧につい

て決定していただきたいと考えております。 

具体的には、北本市附属機関等の会議の公開に関する規則

第２条において「附属機関等の会議の公開又は非公開の決定

は、附属機関等の長が当該会議に諮って行うものとする。」と

しており、同規則５条において、会議に提出された資料は、当

該会議に諮り、その同意を得た上で、傍聴人に閲覧させること
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ができるが、当該資料に個人情報などの「非公開情報」が含ま

れているときは、非公開とすることができる旨が定められて

います。 

今回の審議事項は、総合管理計画の改訂についてであり、審

議内容に個人情報などの非公開情報は含まれないことから、

会議を公開とすること、また資料の閲覧を認めることについ

て、委員の皆様に諮らせていただいきたいと考えております。 

 

事務局から提案がありました会議の公開と資料の閲覧につ

いて意見等はございますか。 

 

【意見なし】 

 

特に意見等がなければ、審議内容に個人情報などの非公開情

報が含まれることは想定されないことから、会議を公開する

とともに資料の閲覧を認めることとしてよろしいでしょう

か。 

 

【異議なし】 

 

それでは、今回の審議事項については、会議の公開と資料の

閲覧を認めることとします。 

本日の議題に進むため、事務局には傍聴人への御案内をお願

いします。 

 

【傍聴人を傍聴席へ案内】 

 

 

⑴   北本市公共施設等総合管理計画の改訂について 

 

議題（１）について事務局より説明をお願いします。 

 

【資料１・２に基づき説明】 

 

事務局から議題（１）の説明が終わりました。 

審議に入ります。ただ今の説明について意見や質問等、発言

のある方は挙手をお願いします。 
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 市民説明会を実施する予定はあるか。昨今、建築資材費が高

騰しており、公共施設のマネジメントは非常に厳しい状況と

なっている。この状況を理解してもらうためにも、市民への説

明の場を設ける必要があるのではないか。 

 

 今回の改訂では、パブリック・コメント手続により、市民の

方から御意見をいただくことを予定している。本計画の改訂

後、速やかに適正配置計画の見直しに着手するため、その際に

市民説明会やワークショップ等を開催する。 

 

「５０％削減」という目標を具体的にどのように実施して

いくのか、という方策については適正配置計画や個別施設計

画の見直しにおいて検討していくことになる。これらマネジ

メント実施計画を見直す段階で、市民の方と対話の場を設け

る予定である。 

 

歳入は限られている中で、扶助費が増えており、インフラを

維持しつつ、公共施設の維持補修及び削減費用を捻出してい

かなければならない。昨今は建築資材費の高騰の要因も加わ

り、さらに厳しい状況となっている。その点について丁寧な説

明を行い、理解していただく必要がある。 

他に何か意見や質問等はあるか。 

 

資料２の「図 2-4：財政力指数の年度別推移」において「同

類型市」という言葉が突然出てきてわかりづらいため、注釈で

補足していただきたい。 

 

承知した。当該グラフでは全国の同類型市（Ⅱ－３）の値を

掲載しており、「図 2-14：住民一人当たりの行政財産の延床面

積比較」のグラフにおいては、埼玉県内の同類型市（Ⅱ－３）

をピックアップして作成している。その旨も注釈に記載する。 

 

学校教育系施設状況のグラフ（図 2-10、図 2-11）では、児

童数・生徒数が減少している学校が一目でわかるように、折れ

線グラフの色味を調整していただきたい。 

また、「表 2-8：過去に実施した対策」において「『北本市立
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学校の適正規模等に関する基本方針』に基づき、栄小学校が石

戸小学校と統合」の実施年月が「2021 年２月」となっている

が、３月末廃校であるため修正が必要である。 

 

承知した。 

 

 他に何かあるか。 

 

 グラフにより、全国の同類型市と、県内の同類型市を比較し

ているパターンが混在しているが、そもそも全国の同類型市

と比較する必要はあるのか。 

 

 総務省の決算カードを出典としたグラフにおいては、出典

元において、全国の同類型市の値が掲載されているため、その

数値を採用した。 

埼玉県内の同類型市と比較したほうが、より分かりやすい

ということであれば、埼玉県内の同類型市の値へ差し替える。 

 

 県内の同類型市と比較結果したほうがわかりやすい。 

 

 承知した。グラフの数値は県内の同類型市の値へ差し替え

る。 

 

 将来費用の試算において、「財政上の上限額」という考え方

が出てくるが、他市の計画書では、過去の投資的経費の平均額

をもとに設定している例が多い。「財政上の上限額」という考

え方は、北本市独自のやり方なのか。 

 

 「財政上の上限額」という考え方は、北本市が採用している

財政運営の方針である。 

令和８年３月の日本経済新聞において、財政上の上限額を

設定したことにより市債発行額を抑制した事例として北本市

が紹介されていた。日本経済新聞で取り上げられたことを考

えれば、全国的にも珍しい方針と考えられる。 

 

 自治体によって、公共施設の建設時期や保有量は異なる。 

「図 2-14：住民一人当たりの行政財産の延床面積比較」の



会  議  記  録 （ 6 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

山崎会長 

 

 

各委員 

 

山崎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸塚主査 

 

 

 

 

藤原課長 

 

 

 

 

グラフにおいて、北本市よりも一人当たりの行政財産の延床

面積が多い自治体として、飯能市や鴻巣市といった合併市が

確認できるが、合併市は「合併特例債」が活用できるという事

情もある。自治体によって、公共施設等の老朽化の状況や使え

る地方債の違いもあり、一概には比較できない。 

「財政上の上限額」によって、市債発行を抑制することがで

きた一方で、公共施設の修繕が後回しになってきたという弊

害もある。安全面の観点からも、公共施設の老朽化対策は着実

に実行していかなければならない。 

その他に何か意見等あるか。 

 

【意見なし】 

 

 他に意見等なければ、議題（１）については事務局が作成し

た案のとおりとしてよいか。 

 

【異議なし】 

 

 では、議題（１）「北本市公共施設等総合管理計画の改訂に

ついて」は事務局が作成した案のとおりとする。ただし、委員

から指摘を受けた箇所については修正を行うこと。 

 本日の議事を終了したため、会議の進行を事務局にお返し

する。 

 

 

４ その他 

 

【事務連絡】 

 

 

５ 閉会 

 

委員の皆様、本日はどうもありがとうございました。 

次回は８月下旬の開催を予定しております。時期が近づき

ましたら、日程の調整を行えればと考えておりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

それでは、全体を通して、皆様から何かございますか。 
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各委員 

 

藤原課長 

 

【意見等なし】 

 

以上をもちまして、令和８年度第１回北本市公共施設等総

合管理計画推進審議会を終了したいと思います。 

本日は長時間にわたり、お疲れ様でした。これをもちまし

て、会議を閉会とします。ありがとうございました。 

 


